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自
殺
者
が
一
三
年
間
連
続
で
三
万
人
を
超

え
て
お
り
、心
の
健
康
（
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
）

に
関
す
る
社
会
的
な
関
心
が
高
ま
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
厚

生
労
働
省
で
は
、
労
働
政
策
審
議
会
建
議
に

お
い
て
、
事
業
主
に
対
し
て
、
ス
ト
レ
ス
症

状
が
現
れ
て
い
る
労
働
者
に
対
す
る
面
接
指

導
実
施
の
義
務
づ
け
等
が
提
言
さ
れ
、
法
改

正
も
含
め
た
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
で
は
、
昨
年

九
月
に
「
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

ケ
ア
対
策
に
関
す
る
調
査
」
を
実
施
し
、
中

間
集
計
結
果
を
議
論
の
素
材
と
し
て
審
議
会

に
提
供
し
た
。
調
査
は
、
農
・
漁
業
を
除
く

全
国
の
民
間
企
業
一
万
四
〇
〇
〇
事
業
所
を

対
象
に
実
施
、
最
終
の
回
収
数
は
五
二
五
〇
、

有
効
回
収
率
は
三
七
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。

以
下
、
最
終
集
計
の
結
果
を
紹
介
す
る
。

１　

職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
の
実
態

　

調
査
に
よ
る
と
、
六
割
弱
の
事
業
所
で
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
正

社
員
（
以
下
、「
メ
ン
タ
ル
不
調
者
（
正
社

員
）」）
が
い
る
と
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の

三
割
強
（
三
一
・
七
％
）
の
事
業
所
は
、
三

年
前
に
比
べ
て
そ
の
人
数
が
増
え
た
と
し
て

い
る
。
増
減
の
割
合
を
比
べ
る
と
、
減
っ

た
と
す
る
の
は
約
二
割
（
一
八
・
四
％
）
で
、

増
加
傾
向
が
見
て
取
れ
る
（
図
表
１-

１
、

図
表
１-

２
）。

　

メ
ン
タ
ル
不
調
者
（
正
社
員
）
の
有
無

を
企
業
規
模
別
（
正
社
員
数
）
で
見
る
と
、

一
〇
〇
〇
人
未
満
で
は
規
模
階
層
に
か
か
わ

り
な
く
、
不
調
者
の
い
る
事
業
所
が
い
な

い
事
業
所
を
わ
ず
か
に
上
回
る
程
度
だ
が
、

一
〇
〇
〇
人
以
上
で
は
、
不
調
者
の
い
る
割

合
が
七
二
・
六
％
と
増
え
て
、
い
な
い
事
業

所
（
二
六
・
六
％
）
を
大
き
く
上
回
っ
て
い

る
（
図
表
１-

１
）。

　
医
療
・
福
祉
で
も
っ
と
も
割
合
高
い

　

産
業
別
で
み
る
と
、
医
療
・
福
祉
で

七
六
・
六
％
と
も
っ
と
も
メ
ン
タ
ル
不
調
者

の
い
る
割
合
が
高
く
、
次
い
で
情
報
通
信
業

の
七
三
・
〇
％
、
製
造
業
が
六
七
・
九
％
な
ど

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
産
業
を
企
業
規
模

別
に
み
て
も
、
他
の
産
業
と
比
べ
て
、
不
調

者
の
多
か
っ
た
一
〇
〇
〇
人
以
上
規
模
の
割

合
が
高
い
わ
け
で
は
な
く
、
産
業
に
よ
る
特

性
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
だ
（
図
表
１-

３
）。

　

仕
事
の
多
さ
と
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
は
強

い
関
係
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
調

査
デ
ー
タ
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
正
社
員

の
有
無
を
、
仕
事
量
の
増
減
別
に
み
る
と
、

仕
事
量
が
増
え
る
ほ
ど
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
正
社
員
の
い
る

事
業
所
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
仕

事
量
が
「
増
え
た
」「
や
や
増
え
た
」
事

JILPT
｢

職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
対
策
に
関
す
る
調
査｣

　
　
　
　
　

━
━
約
５
０
０
０
事
業
所
の
回
答
を
集
計

｢

職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
対
策
に
関
す
る
調
査｣

　
　
　
　
　

━
━
約
５
０
０
０
事
業
所
の
回
答
を
集
計

6.0 25.7 47.1 6.5 11.9 
2.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

増加傾向 やや増加傾向 ほぼ同じ

やや減少傾向 減少傾向 無回答

図表 1 － 1　メンタルヘルスに問題を抱えている社員 ( 正社員、企業規模別 )

図表 1 － 2　3 年前と比べたメンタルヘルス不調者の増減（正社員）
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52.3 

49.7 

52.1 

56.4 

52.7 

72.6 

41.7 

46.7 

47.1 

45.1 

42.1 

45.9 

26.6 

1.6 

1.1 

3.3 

2.8 

1.5 

1.4 

0.9 
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【全体】

30人未満

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000 人以上

メンタルヘルス不調者がいる メンタルヘルス不調者はいない 無回答

調
査
・
解
析
部
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業
所
で
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
問
題
を

抱
え
た
正
社
員
が
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

七
一
・
二
％
、
六
一
・
二
％
。
一
方
、
仕
事
量

が
「
減
っ
た
」「
や
や
減
っ
た
」
と
こ
ろ
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
四
六
・
九
％
、
五
九
・
六
％
と
な
っ

て
い
る
（
図
表
１-

４
）。

　

非
正
規
社
員
に
つ
い
て
み
る
と
、
契
約
社

員
で
は
事
業
所
の
二
三
・
九
％
で
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
不
調
者
が
お
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

で
は
二
五
・
七
％
、
派
遣
社
員
で
一
三
・
五
％

の
事
業
所
で
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
者
が
い

る
と
し
て
い
る
（
図
表
１-

５
）。

　

四
分
の
一
で
メ
ン
ヘ
ル
に
よ
る
休
職
・

退
職
者
い
る

　

雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
一
年

間
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
上
の
理
由
に
よ
り

連
続
一
カ
月
以
上
休
職
、
も
し
く
は
退
職

し
た
人
が
い
た
事
業
所
は
二
五
・
八
％
（
図

表
１-

６
）。
正
社
員
だ
け
抜
き
出
す
と
、

二
三
・
五
％
の
事
業
所
が
「
い
る
」
と
し
て

い
る
。
正
社
員
に
つ
い
て
、
産
業
別
に
み
る

と
、
情
報
通
信
で
五
五
・
八
％
、
学
術
研
究
、

専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
三
五
・
一
％
、

医
療
・
福
祉
で
三
四
・
四
％
、
教
育
、
学

習
支
援
業
で
三
三
・
〇
％
、
製
造
業
は

三
〇
・
六
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
不
調
者
の
有
無
と
上
位
の
顔
ぶ
れ

は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
が
、
情
報
通
信
業
が

他
産
業
よ
り
も
大
幅
に
高
い
割
合
で
一
カ
月

以
上
の
休
職
者
や
退
職
者
を
出
し
て
い
る
の

が
目
立
つ
。
こ
れ
を
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、

お
お
む
ね
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
休
職

者
・
退
職
者
が
「
い
る
」
割
合
が
高
く
な
っ

て
お
り
、
三
〇
人
未
満
で
は
一
〇
・
八
％
な

の
が
一
〇
〇
〇
人
以
上
だ
と
三
一
・
二
％
と

な
っ
て
い
る
（
図
表
１-

７
）。

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
よ
る
一
カ
月

以
上
の
休
職
者
や
退
職
者
に
は
、
ど
の
よ

う
な
職
位
の
労
働
者
が
も
っ
と
も
多
い
の

だ
ろ
う
か
。
若
年
層
が
多
い
と
推
定
さ
れ

る
「
役
職
な
し
」
の
割
合
が
六
六
・
六
％
と

も
っ
と
も
高
く
、
次
い
で
「
係
長
ク
ラ
ス
」

（
一
九
・
八
％
）、「
課
長
ク
ラ
ス
」（
八
・
一
％
）

と
続
き
、「
部
長
職
」「
役
員
」
は
僅
か
だ
っ

た
（
二
・
一
％
、
〇
・
一
％
）。
こ
れ
を
、
会

社
規
模
別
に
み
る
と
、「
役
職
な
し
」
の
割

合
が
、
三
〇
〇
人
以
上
の
中
堅
・
大
手
企

業
で
は
七
割
強
な
の
に
対
し
て
、
三
〇
〇

人
未
満
の
中
小
企
業
で
は
四
～
六
割
程
度
。

三
〇
〇
人
未
満
で
は
、
課
長
職
、
部
長
職
の

図表 1 － 3　メンタルヘルスに問題を抱えている社員（正社員、産業別）
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0.0 
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0.3 

1.1 
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0.0 

【全体】

林業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業（郵便局、農業組合など）

その他サービス業（他に分類されないもの）

その他

メンタルヘルス不調者がいる メンタルヘルス不調者はいない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図表 1 － 4　メンタルヘルスに問題を抱えている労働者（正社員、仕事量の増減別）
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増えた
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図表 1 － 5　メンタルヘルスに問題を抱えている労働者（非正社員）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

25.7 58.7 15.6 パート労働者

23.9 55.3 20.8 契約社員

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13.5 50.8 35.7 派遣労働者

いる メンタルヘルス不調者はいない 無回答

図表 1 － 6　過去 1 年間に、メンタルヘルス不調で 1 カ月以上休職、
退職した労働者

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

25.8 73.5 0.7 

いる いない 無回答
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休
職
者
、
退
職
者
が
若
干
多
く
な
っ
て
い
る

（
図
表
１-

８
）。

　
原
因
は
「
本
人
の
性
格
」「
人
間
関
係
」

と
み
る
割
合
高
い

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
者
が
あ
ら
わ
れ
る

原
因
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

か
聞
い
た
と
こ
ろ
（
三
位
ま
で
三
つ
選
択

し
た
複
数
回
答
）、「
本
人
の
性
格
の
問
題
」

が
六
七
・
七
％
と
七
割
弱
を
占
め
て
ト
ッ
プ
、

次
い
で
「
職
場
の
人
間
関
係
」（
五
八
・
四
％
）、

「
仕
事
量
・
負
荷
の
増
大
」（
三
八
・
二
％
）、

「
仕
事
の
責
任
の
増
大
」（
三
一
・
七
％
）、

「
上
司
・
部
下
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

不
足
」（
二
九
・
一
％
）、「
家
庭
の
問
題
」

（
二
九
・
一
％
）、「
成
果
が
よ
り
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
よ
る
競
争
過
多
」（
一
二
・
六
％
）

な
ど
の
順
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
１-

９
）。

こ
れ
を
企
業
規
模
別
に
見
る
と
、「
仕
事
量
・

負
荷
の
増
大
」
を
理
由
に
あ
げ
る
事
業
所
の

割
合
が
、
お
お
む
ね
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ

ど
高
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
三
〇
人
未
満

で
、「
上
司
が
部
下
を
育
成
す
る
余
裕
が
な

い
」「
成
果
が
よ
り
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ

る
競
争
過
多
」
を
理
由
に
あ
げ
る
事
業
所
が
、

そ
れ
ぞ
れ
一
〇
・
六
％
、
二
五
・
〇
％
と
平
均

を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
の
が
目
立
つ
。「
本

人
の
性
格
の
問
題
」
で
は
、
他
の
規
模
階
層

と
比
べ
て
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
規
模
の
割
合

が
僅
か
に
低
く
な
っ
て
い
る
（
図
表
１-

10
）。

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
不
調
を
き
た
し
た
労

働
者
を
ど
こ
で
最
初
に
把
握
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
も
っ
と
も
多
く
実
態
を
把
握
で
き
た
窓

口
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
職
場
の
上
司
な
ど

管
理
監
督
者
」
を
あ
げ
た
事
業
所
の
割
合
が

四
八
・
四
％
と
も
っ
と
も
高
く
、次
い
で
「
職

場
の
同
僚
」（
三
一
・
五
％
）「
社
内
外
の
相

談
窓
口
」（
一
〇
・
九
％
）「
家
族
・
友
人
・

恋
人
」（
〇
・
五
％
）「
企
業
内
の
労
働
組
合
」

（
〇
・
一
％
）「
そ
の
他
の
社
外
」（
〇
・
一
％
）

の
順
。
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
お
お
む
ね

規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
「
社
内
外
の
相
談

窓
口
」「
職
場
の
上
司
な
ど
管
理
監
督
者
」

を
あ
げ
る
割
合
が
増
え
、
逆
に
、「
職
場
の

同
僚
」
を
あ
げ
る
割
合
は
少
な
く
な
っ
て
い

る
（
図
表
１-

11
）。

　
四
割
弱
の
事
業
所
で
不
調
者
が
復
職

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
抱
え
た
労
働
者

の
そ
の
後
の
状
況
に
つ
い
て
、
こ
こ
三
年
間
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6.5 
3.3 

9.7 

1.9 

6.3 

0.0 

6.8 
4.4 

4.4 

6.1 

0.0 

8.4 

2.4 

3.4 

5.9 

3.4 

5.2 

【全体】

林業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業（郵便局、農業組合など）

その他サービス業（他に分類されないもの）

その他

30人未満

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000 人以上

いる いない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 1 － 7　過去 1 年間に、メンタルヘルス不調で 1 カ月以上休職、退職した正社員
（産業別、企業規模別）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

66.6 

45.8 

59.2 

63.7 

61.3 

76.5 

71.4 

19.8 

12.5 

19.4 

22.3 

22.5 

12.9 

22.9 

8.1 

23.8 

9.6 

4.4 

10.6 

6.4 

4.5 

2.1 

4.1 

3.3 

4.3 

3.1 

0.5 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.0 

3.4 

13.8 

8.6 

5.3 

2.6 

3.5 

1.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【全体】

30人未満

30～49人

50～99人

100 ～299 人

300 ～999 人

1,000 人以上

役職なし 係長クラス 課長職

部長職 役員 その他

図表 1 － 8　メンタルヘルス不調で、1 カ月以上休職、退職したもっとも多い役職
（企業規模別）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

67.7 

58.4 

38.2 

31.7 

29.1 

29.1 

12.6 

9.2 

5.6 

1.6 

1.4 

3.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

本人の性格の問題

職場の人間関係

仕事量・負荷の増加

仕事の責任の増大

家庭の問題

上司・部下のコミュニケーション不足

成果がより求められることによる競争過多

長時間労働

上司が部下を育成する余裕がない

年休取得の難しさ

専門家等に相談しづらい雰囲気

無回答

注： 選択肢は３ 位まで３つ 選択する複数回答。

図表 1 － 9　メンタルヘルス不調者が現れる原因（複数回答、％）
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で
も
っ
と
も
多
い
パ
タ
ー
ン
を
尋
ね
た
と
こ

ろ
、「
休
職
を
経
て
復
職
し
て
い
る
」（
通
院

治
療
等
を
終
え
た
完
全
復
職
）
の
割
合
が

三
七
・
二
％
と
も
っ
と
も
高
く
、次
い
で
、「
休

職
を
経
て
退
職
し
た
」
が
一
四
・
八
％
、「
休

職
せ
ず
に
通
院
治
療
等
を
し
な
が
ら
働
き
続

け
て
い
る
」
が
一
四
・
一
％
、
続
い
て
「
休

職
せ
ず
に
退
職
し
た
」（
九
・
八
％
）、「
休
職

を
経
て
復
職
後
、
退
職
し
た
」（
九
・
五
％
）、

「
長
期
の
休
職
ま
た
は
休
職
、
復
職
を
繰
り

返
し
て
い
る
」（
八
・
二
％
）
の
順
と
な
っ
て

い
る
。
四
割
弱
の
事
業
所
で
は
完
全
復
職
の

ケ
ー
ス
が
多
い
一
方
、「
結
果
的
に
退
職
し

た
」
ケ
ー
ス
が
も
っ
と
も
多
い
事
業
所
の
割

合
（「
休
職
を
経
て
退
職
し
た
」「
休
職
せ
ず

に
退
職
し
た
」「
休
職
を
経
て
復
職
後
、
退

職
し
た
」
の
合
計
）
も
三
四
・
一
％
で
、
ほ

ぼ
拮
抗
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

　

企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
三
〇
〇
人
以

上
規
模
で
は
、
三
〇
〇
人
未
満
の
各
規
模

階
層
に
比
べ
て
、
完
全
復
職
を
も
っ
と

も
多
い
パ
タ
ー
ン
に
あ
げ
る
事
業
所
の

割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
完
全
復
職

を
あ
げ
る
割
合
は
、
三
〇
〇
～
九
九
九

人
規
模
で
三
九
・
三
％
、
一
〇
〇
〇
人
以

上
規
模
で
は
四
三
・
三
％
と
な
っ
て
お

り
、
一
〇
～
二
九
人
規
模
、
三
〇
～
四
九

人
規
模
、
五
〇
～
九
九
人
規
模
、
一
〇
〇

～
二
九
九
人
規
模
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
・
四
％
、

三
二
・
三
％
、
二
七
・
八
％
、
三
六
・
六
％
。

ま
た
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
規
模
で
は
、「
結

果
的
に
退
職
し
た
」
を
も
っ
と
も
多
い
ケ
ー

ス
に
あ
げ
る
割
合
が
一
六
・
九
％
と
平
均
を

大
き
く
下
回
り
、「
休
職
せ
ず
に
通
院
治
療

等
を
し
な
が
ら
働
き
続
け
て
い
る
」
を
あ
げ

る
割
合
が
、
他
の
規
模
階
層
と
比
べ
て
高
く

な
っ
て
い
る
の
が
目
立
つ
（
図
表
１-

12
）。

全
員
が
復
職
で
き
た
は
三
割
弱

　

ど
の
く
ら
い
の
割
合
の
労
働
者
が
、
休
職

か
ら
復
職
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
全

員
復
職
で
き
た
」
と
す
る
事
業
所
割
合
が

二
八
・
二
％
と
も
っ
と
も
高
く
、「
ほ
と
ん
ど

全
員
復
職
で
き
た
」（
一
三
・
〇
％
）
を
合
わ

せ
る
と
、
四
割
強
の
事
業
所
で
大
多
数
が
復

職
で
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、「
全
員
復
職
し
な
か
っ

た
」
割
合
も
一
六
・
六
％
と

少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
他
、

「
七
～
八
割
程
度
」「
半
分
程

度
」「
二
～
三
割
程
度
」「
一

割
程
度
」
が
、そ
れ
ぞ
れ
九
・

八
％
、
九
・
七
％
、
四
・
六
％
、

五
・
四
％
。
こ
れ
を
、
会
社

規
模
別
に
み
る
と
、
規
模
の

大
き
い
と
こ
ろ
ほ
ど
、
高
い

復
職
率
を
示
す
割
合
が
高
く

な
っ
て
い
る
。
一
〇
〇
〇
人

以
上
規
模
で
は
、「
全
員
」「
ほ

ぼ
全
員
」
復
職
の
合
計
が

五
〇
・
六
％
と
過
半
数
を
占

め
、
逆
に
「
全
員
復
職
し
な

か
っ
た
」
の
は
六
・
〇
％
と

平
均
を
大
幅
に
下
回
っ
て
い

る
（
図
表
１-

13
）。

　

休
職
者
が
復
職
す
る
際
に

問
題
と
な
っ
た
事
柄
に
つ
い

て
尋
ね
た
と
こ
ろ
（
複
数
回

答
）、「
ど
の
程
度
仕
事
が

で
き
る
か
わ
か
ら
な
か
っ

た
」
を
あ
げ
る
事
業
所
の
割

合
が
五
九
・
九
％
と
も
っ
と

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

37.2 

37.4 

32.3 

27.8 

36.6 

39.3 

43.3 

9.5 

19.2 

13.8 

8.5 

10.1 

10.5 

4.8 

14.8 

8.5 

12.4 

24.6 

16.2 

12.5 

10.0 

9.8 

11.5 

7.6 

17.9 

11.9 

7.9 

2.1 

14.1 

6.7 

12.9 

9.5 

14.3 

13.6 

19.0 

8.2 

4.7 

12.7 

6.5 

7.0 

9.1 

11.0 

3.3 

1.7 

0.0 

4.0 

1.4 

4.8 

6.0 

3.1 

10.2 

8.1 

1.2 

2.7 

2.2 

3.7 

【全体】

30人未満

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000 人以上

休職を経て復職している 休職を経て復職後、退職した

休職を経て退職した 休職せずに退職した

休職せずに通院治療等をしながら働き続けている 長期の休職または休職、復職を繰り返している

その他 無回答

図表 1 － 12　ここ 3 年間で、メンタルヘルス不調者のその後の状況としてもっとも多い
パターン（企業規模別）

図表 1 － 10　メンタルヘルス不調者が現れる原因（複数回答、企業規模別、％）
 本

人
の
性
格
の
問
題

家
庭
の
問
題

仕
事
量
・
負
荷
の
増
加

長
時
間
労
働

年
休
取
得
の
難
し
さ

仕
事
の
責
任
の
増
大

職
場
の
人
間
関
係

上
司
・
部
下
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足

上
司
が
部
下
を
育
成
す
る

余
裕
が
な
い

成
果
が
よ
り
求
め
ら
れ
る

こ
と
に
よ
る
競
争
過
多

専
門
家
等
に
相
談
し
づ
ら

い
雰
囲
気

　

無
回
答

【全体】 67.7 29.1 38.2 9.2 1.6 31.7 58.4 29.1 5.6 12.6 1.4 3.4

30 人未満 66.4 35.8 28.0 13.3 3.0 26.2 66.0 20.1 10.6 25.0 ― 1.7

30 ～ 49 人 80.1 31.2 17.6 8.4 0.9 41.9 54.2 36.4 1.6 15.1 2.2 0.5

50 ～ 99 人 69.9 30.1 33.9 5.8 0.5 31.2 67.4 24.8 7.7 10.1 0.4 4.6

100 ～ 299 人 68.7 27.0 40.0 12.3 2.0 32.6 52.0 30.2 5.1 10.5 2.2 4.0

300 ～ 999 人 66.6 27.4 41.6 7.0 0.7 30.2 64.5 29.7 4.4 13.5 1.4 2.3

1,000 人以上 63.1 33.7 40.0 6.8 2.3 33.2 56.2 31.6 6.0 14.3 0.5 2.0

図表 1 － 11　メンタルヘルスに問題を抱えた従業員を把握したもっとも多い
最初の入り口（企業規模別、％）

　
社
内
外
の
相
談
窓
口

職
場
の
上
司
な
ど
管

理
監
督
者

職
場
の
同
僚
（
先
輩

／
後
輩
）

企
業
内
の
労
働
組
合

家
族
・
友
人
・
恋
人

そ
の
他
の
社
外
（
企

業
外
の
労
働
組
合
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
）

無
回
答

【全体】 10.9 48.4 31.5 0.1 5.8 0.1  3.1 

30 人未満  3.7 45.6 44.7 0.4 1.7 －  4.0 

30 ～ 49 人  5.7 28.2 47.2 － 5.9 － 13.0 

50 ～ 99 人  4.9 48.6 38.4 － 4.5 0.5  3.1 

100 ～ 299 人 12.9 48.7 30.3 0.0 5.8 0.0  2.4 

300 ～ 999 人 11.0 49.5 28.6 0.4 9.0 0.0  1.6 

1,000 人以上 14.0 50.9 26.7 0.1 3.3 0.4  4.6 
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も
高
く
、
次
い
で
「
本
人
の
状
態
に
つ
い
て
、

正
確
な
医
学
的
情
報
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
」

（
三
三
・
七
％
）、「
本
人
に
合
う
適
当
な
業
務

が
な
か
っ
た
」（
二
一
・
一
％
）な
ど
の
順
。「
本

人
が
不
調
を
受
容
で
き
ず
休
職
前
の
職
場
に

復
帰
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
」
こ
と
を
指

摘
し
た
事
業
所
も
約
一
割
（
九
・
五
％
）
あ
っ

た
（
図
表
１-

14
）。

　
２　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の

取
り
組
み
状
況

取
り
組
ん
で
「
い
る
」
と
「
い
な
い
」

が
拮
抗

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
ど
の
く
ら

い
の
事
業
所
が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
取

り
組
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
ケ
ア
に
「
取
り
組
ん
で
い
る
」
事
業
所

割
合
は
五
〇
・
四
％
で
、「
取
り
組
ん
で
い
な

い
」
が
四
五
・
六
％
と
ほ
ぼ
拮
抗
し
た
形
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
企
業
規
模
別
で
み
る

と
、
ほ
ぼ
、
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
「
取
り
組

ん
で
い
る
」
割
合
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
一
、

〇
〇
〇
人
以
上
で
は
七
五
・
四
％
の
事
業
所

が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
「
取
り
組
ん
で

い
る
」
と
し
て
い
る
（
図
表
２-

１
）。

　
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業
で

取
り
組
む
割
合
が
ト
ッ
プ

　

産
業
別
に
み
る
と
、「
取
り
組
ん
で
い

る
」
事
業
所
の
割
合
が
高
い
の
は
「
電
気
・

ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業
」
が
八
八
・
八
％

で
ト
ッ
プ
、
次
い
で
「
金
融
業
、
保
険

業
」
の
七
五
・
三
％
、「
情
報
通
信
業
」
の

七
五
・
〇
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。「
取
り
組

ん
で
い
な
い
」
割
合
が
高
い
の
は
、「
鉱
業
、

採
石
業
、
砂
利
採
取
業
」
が
九
八
・
〇
％
と

も
っ
と
も
高
く
、「
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、

娯
楽
業
」（
七
〇
・
四
％
）、「
宿
泊
業
、
飲
食

サ
ー
ビ
ス
業
」（
六
三
・
五
％
）、「
卸
売
業
、

小
売
業
」（
五
四
・
三
％
）
な
ど
と
続
く
（
図

表
２-

１
）。

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
「
取
り
組
ん
で

い
る
」
事
業
所
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
尋

ね
た
と
こ
ろ
、七
〇
・
〇
％
の
事
業
所
が
「
あ

る
と
思
う
」
と
し
て
お
り
、「
わ
か
ら
な
い
」

が
二
六
・
四
％
で
、「
あ
る
と
思
わ
な
い
」
は

二
・
二
％
と
少
数
派
だ
っ
た
（
図
表
２-

２
）。

　

過
去
一
年
間
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
で
一
カ

図表 1 － 14　休職者が職場復帰する際、問題となったこと（複数回答、％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

59.9 

33.7 

21.1 

9.5 

6.6 

4.5 

4.5 

2.4 

8.3 

12.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 

どの程度仕事ができるかわからなかった

本人の状態について、正確な医学的情報が
得られなかった

本人に合う適当な業務がなかった

本人が不調を受容できず休職前の職場に
復帰することにこだわった

上司や同僚の理解が得られなかった

どこに相談してよいかわからなかった

職場復帰に関する就業規則の規定がなかった

主治医に会い意見聴取について本人から
同意を得るのが難しかった

その他

無回答

図表 2 － 1　メンタルヘルスケアの取り組み有無（産業別、企業規模別）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50.4 
43.1 

1.6 

51.4 
49.8 

88.8 
75.0 

45.9 
42.3 

75.3 
56.6 

54.6 
32.1 

27.7 

56.4 
43.8 

68.4 
55.5 

63.0 

30.1 
26.4 

32.6 
44.9 

62.8 
75.4 

45.6 
56.9 

98.0 

45.1 
47.8 

10.4 
22.2 

50.6 
54.3 

17.4 
38.6 

25.5 
63.5 
70.4 

39.8 
53.7 

21.6 
37.9 

26.0 

64.2 
69.7 

63.2 
52.1 

32.8 
19.5 

4.0 
0.0 
0.4 

3.5 
2.4 

0.9 
2.8 

3.5 
3.4 

7.3 
4.7 

19.9 
4.4 
1.9 

3.8 
2.5 

10.0 
6.6 

10.9 

5.7 
3.9 

4.2 
3.0 
4.4 
5.1 

【全体】

林業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業（郵便局、農業組合など）

その他サービス業（他に分類されないもの）

その他

30人未満

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000 人以上

取り組んでいる 取り組んでいない 無回答

図表 1 － 13　ここ 3 年の、メンタルヘルス不調による休職から復職した割合
（企業規模別、％)

　
全
員
復
職
で
き
た

ほ
と
ん
ど
全
員
復
職
で

き
た

７
～
８
割
程
度
復
職
で

き
た

半
分
程
度
復
職
で
き
た

２
～
３
割
程
度
復
職
で

き
た

１
割
（
以
内
）
程
度
復

職
で
き
た

全
員
復
職
し
な
か
っ
た

無
回
答

【全体】 28.2 13.0  9.8  9.7 4.6  5.4 16.6 12.7

30 人未満 38.2  7.9  1.3  8.3 0.8 22.4  9.9 11.2

30 ～ 49 人 34.5  0.6  2.2 17.5 7.0 ー 11.7 26.5

50 ～ 99 人 26.5  6.3  5.9  5.7 2.4  6.2 31.6 15.5

100 ～ 299 人 26.3 14.1  9.2  8.9 4.0  5.0 18.0 14.6

300 ～ 999 人 26.7 14.9  9.7 12.1 7.6  5.6 15.1  8.2

1,000 人以上 34.4 16.2 16.9 10.4 3.6  2.9  6.0  9.6
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月
以
上
の
休
職
ま
た
は
退
職
し
た
労
働
者
の

有
無
と
取
り
組
み
の
有
無
の
関
係
を
み
る
と
、

休
職
・
退
職
し
た
労
働
者
が
い
た
事
業
所
の

方
が
、
取
り
組
み
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
休
職
・
退
職
者
が
い
る
場
合
で

も
「
取
り
組
ん
で
い
な
い
」
事
業
所
が
三
割

強
と
少
な
く
な
く
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調

者
が
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
必
ず
し
も
取
り

組
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る

（
図
表
２-

３
）。

　

取
り
組
み
の
有
無
と
不
調
者
の
そ
の
後
の

状
況
パ
タ
ー
ン
の
関
係
を
み
る
と
、「
取
り

組
ん
で
い
る
」
方
が
「
休
職
を
経
て
復
職
し

て
い
る
」
完
全
復
帰
の
割
合
が
高
く
、
結
果

的
に
退
職
し
て
し
ま
っ
た
パ
タ
ー
ン
で
は
、

「
休
職
を
経
て
退
職
し
た
」「
休
職
せ
ず
に
退

職
し
た
」「
休
職
を
経
て
復
職
後
、退
職
し
た
」

の
い
ず
れ
も
「
取
り
組
ん
で
い
る
」
事
業
所

の
割
合
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
ケ
ア
の
取
り
組
み
が
、
復
職
に
関
し
て

一
定
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

（
図
表
２-

４
）。

取
り
組
ま
な
い
理
由
は
「
必
要
性
感

じ
な
い
」
が
最
多

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
取
り
組
ん
で
い

な
い
事
業
所
に
理
由
を
聞
い
た
と
こ
ろ
（
複

数
回
答
）、「
必
要
性
を
感
じ
な
い
」
を
あ
げ

る
事
業
所
の
割
合
が
四
二
・
二
％
と
も
っ
と

も
高
く
、
次
い
で
「
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
い
な

い
」
が
三
五
・
五
％
、「
取
り
組
み
方
が
分
か

ら
な
い
」
が
三
一
・
〇
％
、「
労
働
者
の
関
心

が
な
い
」
が
一
四
・
一
％
な
ど
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
を
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、「
経

費
が
か
か
る
」「
必
要
性
を
感
じ
な
い
」
を

理
由
に
あ
げ
た
事
業
所
の
割
合
は
、
規
模

が
小
さ
い
ほ
ど
高
い
。「
専
門
ス
タ
ッ
フ

が
い
な
い
」
を
理
由
に
あ
げ
た
と
こ
ろ
は
、

三
〇
〇
人
未
満
規
模
で
比
較
的
高
い
割
合
を

示
し
、
三
〇
〇
人
以
上
で
は
低
い
割
合
と

な
っ
て
い
る
。「
取
り
組
み
方
が
わ
か
ら
な

い
」
で
は
、
規
模
と
の
特
段
の
関
係
は
見
ら

れ
ず
、
大
手
企
業
で
あ
っ
て
も
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
ケ
ア
の
取
り
組
み
方
に
悩
ん
で
い
る
様

子
が
う
か
が
え
る
（
図
表
２-

５
）。

　

過
去
一
年
間
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調

で
一
カ
月
以
上
の
休
職
ま
た
は
退
職
し
た

労
働
者
の
有
無
と
、
取
り
組
ん
で
い
な
い

理
由
の
関
係
を
み
る
と
、
休
職
・

退
職
者
が
い
な
い
事
業
所
で
は

四
六
・
五
％
と
約
半
数
が
「
必
要

性
を
感
じ
て
い
な
い
」
を
理
由
に

あ
げ
、
休
職
・
退
職
者
が
い
る
と

こ
ろ
で
は
「
取
り
組
み
方
が
わ
か

ら
な
い
」
が
五
二
・
一
％
と
過
半

数
に
達
し
、次
い
で「
専
門
ス
タ
ッ

フ
が
い
な
い
」（
四
五
・
九
％
）
が

続
く
。
ま
た
、
休
職
者
・
退
職
者

が
い
て
も
二
一
・
五
％
の
事
業
所

が
「
必
要
性
を
感
じ
な
い
」
と
し

て
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
取
り

組
ん
で
い
な
い
の
が
目
立
つ
（
図

表
２-

５
）。

　
半
数
で
相
談
窓
口
開
設
と
管

理
職
へ
の
研
修

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
取
り

組
み
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て

は
（
複
数
回
答
）、「
労
働
者
か
ら

の
相
談
対
応
窓
口
の
整
備
」
の

割
合
が
五
五
・
七
％
と
も
っ
と
も

高
く
、「
管
理
監
督
者
へ
の
教
育

図表 2 － 2　メンタルヘルスケアの効果についての認識
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70.0 

2.2 

26.4 

1.4 

あると思う あると思わない わからない 無回答

図表 2 － 3　１カ月以上休職、退職した労働者の有無とメンタルヘルスケアの
取り組み

50.4 

64.0 

45.9 

45.6 

32.2 

50.3 

4.0 

3.7 

3.8 

全体

いる

いない

メンタルヘルスケアの取り組みあり メンタルヘルスケアの取り組みなし 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 2 － 5　メンタルヘルスケアに取り組んでいない理由
（企業規模別、休職・退職者有無別、％）

　
取
り
組
み
方

が
分
か
ら
な

い 経
費
が
か
か

る 必
要
性
を
感

じ
な
い

労
働
者
の
関

心
が
な
い

専
門
ス
タ
ッ

フ
が
い
な
い

そ
の
他

無
回
答

【全体】 31.0  8.1 42.2 14.1 35.5 13.9 1.5

30 人未満 28.6 12.1 50.1  4.5 32.5  9.1 1.3

30 ～ 49 人 17.0 11.1 48.2  8.2 42.4 17.0 ー

50 ～ 99 人 26.4 10.4 44.7 18.5 36.1 10.8 1.8

100 ～ 299 人 33.1  6.9 40.0 13.4 35.4 17.0 1.7

300 ～ 999 人 36.0  7.1 43.0 20.7 34.2  8.7 1.2

1,000 人以上 29.1  4.4 34.0  5.5 35.1 22.5 1.9

いる 52.1  6.0 21.5 13.6 45.9 15.4 2.2

いない 26.5  8.5 46.5 14.3 33.4 13.7 1.3

図表2－4　メンタルヘルスケアの取り組みとメンタル不調者のその後のパターン（％)
休
職
を
経
て
復
職
し

て
い
る

休
職
を
経
て
復
職
後
、

退
職
し
た

休
職
を
経
て
退
職
し

た 休
職
せ
ず
に
退
職
し

た 休
職
せ
ず
に
通
院
治

療
等
を
し
な
が
ら
働

き
続
け
て
い
る

長
期
の
休
職
ま
た
は

休
職
、
復
職
繰
り
返

し
て
い
る

そ
の
他

　

無
回
答

【全体】 37.2 9.5 14.8  9.8 14.1  8.2 3.3 3.1 

取り組んでいる 41.8 8.9 13.1  5.7 15.2 10.1 3.1 2.1 

取り組んでいない 30.2 9.5 18.0 17.2 11.7  5.5 4.1 3.7 
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研
修
・
情
報
提
供
」
が
五
一
・
〇
％
、「
労

働
者
へ
の
教
育
研
修
・
情
報
提
供
」
が

四
一
・
七
％
、「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
つ

い
て
衛
生
委
員
会
等
で
の
調
査
審
議
」
が

三
二
・
二
％
と
続
き
、
そ
の
ほ
か
「
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
実
務
を
行
う
担
当
者
の
選

任
」（
二
四
・
三
％
）、「
労
働
者
の
ス
ト
レ
ス

の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
調
査
票
を
用
い
て
調

査
」（
二
〇
・
五
％
）、「
職
場
復
帰
に
お
け
る

支
援
」（
一
六
・
八
％
）、「
医
療
機
関
を
活
用

し
た
対
策
の
実
施
」（
一
五
・
二
％
）
な
ど
の

順
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
２-

６
）。

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
予
防
す
る
た
め

に
、
従
業
員
の
ス
ト
レ
ス
の
状
況
を
把
握

す
る
調
査
票
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い

る
事
業
所
割
合
は
二
割
程
度
に
す
ぎ
な
い

が
、
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
お
お
む
ね
規

模
が
大
き
い
ほ
ど
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

し
て
い
る
割
合
が
高
く
、
一
〇
〇
〇
人
以

上
規
模
で
は
三
七
・
四
％
と
四
割
近
く
を
占

め
て
い
る
（
図
表
２-

７
）。
調
査
の
時
期

に
つ
い
て
は
、
実
施
し
て
い
る
事
業
所
の
約

半
数
（
四
九
・
九
％
）
が
「
定
期
健
康
診
断

実
施
時
で
は
な
い
が
定
期
的
」
と
し
て
お

り
、
次
い
で
「
定
期
健
康
診
断
実
施
時
」
が

二
八
・
七
％
と
続
く
。
そ
の
他
、「
長
時
間
の

残
業
の
発
生
し
た
と
き
に
実
施
」「
各
人
の

異
動
か
ら
一
定
時
間
経
過
後
」「
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
立
ち
上
げ
時
な
ど
、
社
内
で
大
き
な

動
き
が
あ
っ
た
時
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
・

七
％
、
四
・
八
％
、
三
・
〇
％
と
僅
か
だ
っ
た

（
図
表
２-

８
）。

　
担
い
手
と
し
て
重
視
す
る
の
は
「
職

場
の
上
司
・
同
僚
」

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
担
い
手
と
し

て
も
っ
と
も
重
視
し
て
い
る
の
は
、「
職
場

の
上
司
・
同
僚
」
が
三
八
・
三
％
と
ト
ッ
プ

で
、「
人
事
労
務
部
門
」（
一
八
・
六
％
）、「
従

業
員
本
人
の
自
己
責
任
（
セ
ル
フ
ヘ
ル
ス
ケ

ア
）」（
一
四
・
六
％
）、「
産
業
医
等
（
健
康

保
険
ス
タ
ッ
フ
）」（
六
・
〇
％
）、「
社
外
の

専
門
家
（
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
）」（
五
・
八
％
）

な
ど
と
続
き
、
ラ
イ
ン
で
の
ケ
ア
を
重
視
す

る
事
業
所
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
（
図
表
２

-

９
）。

　

で
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
お
け
る

上
司
の
役
割
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
定
め

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
六
〇
・
四
％
と
過
半

数
の
事
業
所
が
「
定
期
的
で
は
な
い
が
、
部

下
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
注
意
を
払
う
よ
う

指
示
」
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、

「
特
段
の
役
割

を
定
め
て
い
な

い
」
事
業
所
も

二
五
・
三
％
あ

り
、「
定
期
的

な
面
談
等
で
積

極
的
に
部
下
の

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
ケ
ア
を
行
う

よ
う
指
示
」
し

て
い
る
の
は

一
二
・
〇
％
と

な
っ
て
い
る

（
図
表
２-

10
）。

　

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

55.7 

51.0 

41.7 

32.2 

24.3 

20.5 

16.8 

15.2 

14.5 

14.5 

13.7 

11.2 

5.1 

3.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

労働者からの相談対応窓口の整備

管理監督者への教育研修・情報提供

労働者への教育研修・情報提供

メンタルヘルス対策について衛生委員会等での調査審議

メンタルヘルスケアの実務を行う担当者の選任

労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査

職場復帰における支援

医療機関を活用した対策の実施

事業所内の産業保健スタッフへの教育研修・情報提供

職場環境等の評価及び改善

メンタルヘルスケアに関する問題解決の計画の策定と実施

他の外部機関を活用した対策の実施

地域産業保健センターを活用した対策の実施

都道府県産業保健推進センターを活用した対策の実施

図表 2 － 6　メンタルヘルスケア取り組みの具体的な内容（複数回答、％)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

49.9 

28.7 

7.7 

4.8 

3.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 

定期健康診断実施時ではないが、定期的

定期健康診断実施時

長時間の残業が発生したときに実施

各人の異動から一定時間経過後

プロジェクトの立ち上げ時など、社内で大きな動きがあった後

図表2－8　ストレス調査の実施時期（複数回答、％)

図表 2 － 7　ストレス状況調査の実施の有無
（企業規模別、％)

実
施
し
て

い
る

実
施
し
て

い
な
い

無
回
答

【全体】 19.1 78.8 2.1

30 人未満 15.8 80.9 3.3

30 ～ 49 人  2.4 96.8 0.7

50 ～ 99 人 11.3 86.1 2.6

100 ～ 299 人 14.4 82.9 2.8

300 ～ 999 人 23.7 75.3 1.1

1,000 人以上 37.4 61.5 1.1

図表 2 － 9　メンタルヘルスケアの担い手としてもっとも重視するもの（％）
人
事
労
務
部
門

安
全
衛
生
委
員
会

社
内
の
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
ケ
ア
専
門

部
門
、
委
員
会
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等

職
場
の
上
司
・
同

僚 産
業
医
等
（
健
康

保
健
ス
タ
ッ
フ
）

社
外
の
専
門
家（
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
）

従
業
員
本
人
の
自

己
管
理
（
セ
ル
フ

ヘ
ル
ス
ケ
ア
）

主
治
医

労
働
組
合

無
回
答

18.6 5.4 5.2 38.3 6.0 5.8 14.6 2.4 0.1 3.6
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過
半
数
で
専
門
ス
タ
ッ
フ
を
配
置

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
取
り
組
ん
で

い
る
事
業
所
で
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
を
配
置

し
て
い
る
の
は
ど
の
く
ら
い
の
割
合
な
の

だ
ろ
う
。
五
八
・
一
％
と
過
半
数
の
事
業
所

が
、
産
業
医
や
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
の
専
門

ス
タ
ッ
フ
を
配
置
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
一

方
で
、「
専
門
ス
タ
ッ
フ
は
い
な
い
」
事
業

所
も
三
九
・
三
％
と
少
な
く
な
い
（
図
表
２

-

11
）。

　

ま
た
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
い
る
事
業
所
の

七
六
・
五
％
は
医
師
（
産
業
医
、
そ
れ
以
外

の
医
師
）
を
配
置
し
て
い
る
も
の
の
（
図
表

２-

12
）、
そ
の
う
ち
で
精
神
科
な
ど
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
を
専
門
と
す
る
医
師
が
配
置
さ

れ
て
い
る
の
は
三
一
・
四
％
と
三
割
程
度（
図

表
２-

13
）。

　
復
職
ル
ー
ル
で
は
人
事
担
当
と
そ
の

都
度
相
談
が
最
多

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
よ
る
休
職
者
が

復
職
す
る
場
合
の
手
続
は
ル
ー
ル
化
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
調
査
結
果
に
よ
る

と
、「
人
事
担
当
者
が
そ
の
都
度
相
談
し
て

や
り
方
を
決
め
て
い
る
」
事
業
所
の
割
合
が

四
三
・
一
％
と
も
っ
と
も
高
く
、次
い
で
「
社

内
で
復
職
に
関
す
る
手
続
ル
ー
ル
が
定
め
ら

れ
て
い
る
」
が
三
二
・
九
％
と
続
き
、「
復
職

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
の
上
司
・
担
当
者
に

任
せ
て
い
る
」
は
一
七
・
四
％
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
を
、
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
お

お
む
ね
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
「
手
続
ル
ー
ル

が
定
め
ら
れ
て
い
る
」
割
合
が
高
い
。
三
〇

人
未
満
で
「
手
続
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
て

い
る
」
割
合
は
二
二
・
二
％
な
の
に
対
し
て
、

一
〇
〇
〇
人
以
上
で
は
五
三
・
六
％
と
過
半

数
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
、
一
〇
〇
〇
人
以

上
で
も
、「
そ
の
都
度
相
談
」
が
三
四
・
四
％

と
少
な
く
な
く
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
取
り

扱
い
の
難
し
さ
が
う
か
が
え
る
結
果
と
な
っ

て
い
る
（
図
表
２-

14
）。

　

ま
た
、
過
去
一
年
間
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

不
調
で
一
カ
月
以
上
休
職
・
退
職
し
た
労
働

者
の
有
無
別
で
み
る
と
、「
手
続
ル
ー
ル
が

定
め
ら
れ
て
い
る
」
割
合
が
、
休
職
・
退
職

者
が
い
る
場
合
は
四
〇
・
九
％
と
、
休
職
・

退
職
者
が
い
な
い
場
合
の
三
〇
・
四
％
を
大

き
く
上
回
っ
て
お
り
、
状
況
が
深
刻
な
ほ
ど
、

制
度
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
え
そ
う
だ
（
図

表
２-

14
）。

　

復
職
し
た
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ

ポ
ー
ト
が
な
け
れ
ば
、
職
場
に
定
着
し
て
働

き
続
け
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
復
職
後
の
面
談
や
助
言
な
ど
の
支
援
体

制
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
特
段
の
支

援
措
置
は
と
っ
て
い
な
い
」
事
業
所
の
割
合

が
三
一
・
二
％
と
も
っ
と
も
高
く
、
次
い
で

「
人
事
労
務
担
当
者
や
上
司
の
み
が
定
期
的

に
面
談
・
助
言
す
る
」
が
三
〇
・
九
％
と
続
き
、

六
割
強
の
事
業
所
が
専
門
家
の
サ
ポ
ー
ト
を

実
施
し
て
い
な
い
実
態
が
わ
か
っ
た
。
専
門

家
を
活
用
し
て
い
る
事
業
所
は
、「
ル
ー
ル

は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、
必
要
に
応
じ
て
産

業
医
や
専
門
担
当
者
等
が
面
談
・
助
言
す
る
」

（
二
四
・
〇
％
）
と
「
社
内
ル
ー
ル
と
し
て
、

一
定
の
期
間
、
産
業
医
や
専
門
担
当
者
等
が

定
期
的
に
面
談
・
助
言
す
る
」（
八
・
八
％
）

を
合
わ
せ
て
三
社
に
一
社
の
割
合
と
な
っ
て

い
る
（
図
表
２-

15
）。

　

こ
れ
を
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
規

模
が
小
さ
い
ほ
ど
「
特
段
の
支
援
措

置
は
と
っ
て
い
な
い
」
割
合
が
高
く

な
っ
て
お
り
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
で
は

一
八
・
六
％
な
の
に
対
し
て
、
一
〇
〇
～

二
九
九
人
で
三
一
・
八
％
、
五
〇
～
九
九

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12.0 60.4 

0.3 

25.3 1.9 

定期的な面談等で積極的に部下のメンタルヘルスケアを行うよう指示
定期的ではないが、部下のメンタルヘルスに注意を払うよう指示
その他の役割
特段の役割を定めていない
無回答

図表 2 － 10　メンタルヘルスケアにおける職場の上司の役割

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

58.1 

40.4 

48.9 

49.3 

52.4 

59.9 

71.0 

39.3 

57.8 

49.2 

46.4 

44.7 

37.7 

26.8 

2.6 

1.8 

1.9 

4.3 

2.9 

2.5 

2.2 

【全体】

30人未満

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000 人以上

専門スタッフはいる 専門スタッフはいない 無回答

図表 2 － 11　メンタルヘルスケア専門スタッフの配置の有無（企業規模別）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

31.4 53.1 15.5 

含まれている 含まれていない 無回答

図表 2 － 13　医師に 精神科医などメンタルヘルス専門家が含まれているか

図表 2 － 12　メンタルヘルスケア専門スタッフの内訳（複数回答、％）
医
師
（
産
業
医
、

そ
の
他
の
医
師
）

保
健
師
又
は
看
護

師 衛
生
管
理
者
又
は

衛
生
推
進
者

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等

そ
の
他
の
専
門
ス

タ
ッ
フ

76.5 18.4 35.1 15.6 5.2
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人
が
四
四
・
二
％
、
三
〇
～
四
九
人
で
は

五
三
・
三
％
、
三
〇
人
未
満
で
は
五
四
・
一
％

と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
、
お
お
む
ね
規
模
が

大
き
い
ほ
ど
、
専
門
家
を
活
用
し
て
い
る
割

合
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
一
〇
〇
〇
人
以

上
で
は
、「
必
要
に
応
じ
て
産
業
医
や
専
門

担
当
者
が
面
談
・
助
言
す
る
」
事
業
所
が

三
〇
・
三
％
で
、「
一
定
期
間
、
産
業
医
や
専

門
担
当
者
が
定
期
的
に
面
談
・
助
言
す
る
」

事
業
所
が
二
四
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
（
図

表
２-

15
）。

　

過
半
数
で
リ
ハ
ビ
リ
勤
務
を
実
施

　

職
場
へ
の
完
全
復
帰
ま
で
の
つ
な
ぎ
と
し

て
、「
試
し
出
勤
」（
リ
ハ
ビ
リ
勤
務
な
ど
）

制
度
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ど
の

ぐ
ら
い
の
事
業
所
が
「
試
し
出
勤
」
制
度
を

設
け
て
い
る
か
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
試
し
出

勤
」
が
あ
る
と
こ
ろ
は
五
三
・
六
％
（「
ル
ー

ル
と
し
て
決
め
て
い
る
」「
慣
行
上
行
わ
れ

て
い
る
」「
そ
の
都
度
検
討
し
て
対
応
」
の

合
計
）
と
過
半
数
で
、「
試
し
出
勤
制
度
は

な
い
」（
四
〇
・
一
％
）
を
上
回
っ
た
。
た

だ
、
制
度
が
あ
る
と
こ
ろ
で
も
、「
ル
ー
ル

と
し
て
決
め
て
い
る
」
の
は
七
・
六
％
に

過
ぎ
ず
、「
慣
行
上
行
わ
れ
て
い
る
」「
そ

の
都
度
検
討
し
て
対
応
」
が
そ
れ
ぞ
れ

一
三
・
二
％
、
三
二
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
。

企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
一
〇
〇
〇
人
以
上

で
「
ル
ー
ル
と
し
て
決
め
て
い
る
」
割
合
が

二
三
・
一
％
と
、
他
の
規
模
階
層
を
大
き
く

上
回
っ
て
い
る
の
が
目
立
つ
（
図
表
２-

16
）。

　
半
数
近
く
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
扱
う
上
で
不
可
欠
な

の
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
だ
。
病
気
に

か
か
わ
る
機
微
情
報
の
中
で
も
と
く
に
メ
ン

タ
ル
面
の
情
報
は
取
り
扱
い
が
難
し
い
。
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

か
か
わ
る
ル
ー
ル
を
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い

る
か
に
つ
い
て
は
、「
特
段
の
ル
ー
ル
は
な

い
が
、
気
を
付
け
て
対
応
す
る
よ
う
求
め
て

い
る
」
が
四
六
・
二
％
と
半
数
近
く
を
占
め

も
っ
と
も
割
合
が
高
く
、
次
い
で
「
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
情
報
全
般
に
関
し
て
定
め
た
ル
ー
ル

で
カ
バ
ー
し
て
い
る
」が
二
八
・
一
％
、「
ル
ー

ル
も
慣
行
も
な
く
、
特
段
の
対
応
を
し
て
い

な
い
」
が
一
八
・
二
％
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、

制
度
的
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
を
扱
っ
て

い
る
事
業
所

は
多
く
な
い

の
が
現
状
の

よ
う
だ
。
企

業
規
模
別
に

よ
る
違
い
は

大
き
く
、
規

模
が
大
き
く

な
る
に
従
っ

て
、「
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
情

報
全
般
に
関

し
て
定
め
た

ル
ー
ル
で
カ

バ
ー
し
て
い

る
」
事
業

所
の
割
合

は
高
ま
り
、

一
〇
〇
〇

人
以
上
規

模

で

は

四
四
・
〇
％

と
な
っ
て
い

る
。
逆
に
、

規
模
が
小
さ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8.8 

5.3 

8.0 

4.1 

4.8 

9.7 

24.4 

24.0 

13.5 

8.2 

17.9 

22.0 

31.8 

30.3 

30.9 

21.4 

21.4 

27.8 

35.5 

32.3 

25.1 

31.2 

54.1 

53.3 

44.2 

31.8 

22.5 

18.6 

5.1 

5.7 

9.1 

6.1 

5.9 

3.8 

1.6 

【全体】

30人未満

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000 人以上

社内ルールとして、産業医や専門担当者等が定期的に面談、助言

必要に応じて産業医や専門担当者等が面談、助言

人事労務担当者や上司のみが定期的に面談、助言する

特段の支援措置はとっていない

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図表 2 － 15　復職後の支援体制（企業規模別）

32.9 

22.2 

29.9 

32.3 

26.1 

35.3 

53.6 

40.9 

30.4 

43.1 

44.1 

33.8 

35.9 

47.8 

46.3 

34.4 

42.1 

43.5 

17.4 

25.2 

26.2 

21.1 

19.3 

12.7 

11.5 

15.8 

18.0 

6.6 

8.5 

10.1 

10.8 

6.8 

5.6 

0.4 

1.3 

8.1 

【全体】

30人未満

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000 人以上

いる

いない

社内で復職に関する手続きルールが定められている

人事担当者がその都度相談してやり方を決めている

復職は、それぞれの職場の上司・担当者に任せている

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図表 2 － 14　復職する場合の手続のルールの状況（企業規模別、休職・退職者有無）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7.6 

3.7 

3.1 

4.1 

5.2 

6.3 

23.1 

13.2 

7.0 

12.1 

8.4 

11.3 

16.6 

20.3 

32.8 

35.3 

34.4 

26.1 

36.0 

35.5 

23.8 

40.1 

46.1 

40.0 

53.8 

40.9 

37.0 

28.5 

6.3 

7.9 

10.3 

7.7 

6.6 

4.6 

4.2 

【全体】

30人未満

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000 人以上

ルールとして決めている ルールではないが、慣行上行われている

その都度検討して対応を決めている 「試し出勤制度」はない

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図表 2 － 16　「試し出勤」制度のルール化（企業規模別）
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い
ほ
ど
、「
ル
ー
ル
も
慣
行
も
な
く
、
特
段

の
対
応
を
し
て
い
な
い
」
割
合
が
高
く
な
っ

て
い
る
（
図
表
２-

17
）。

　
３　

企
業
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

ケ
ア
に
関
す
る
意
識

四
六
％
で
メ
ン
ヘ
ル
問
題
が
深
刻
化

す
る
と
予
測

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
問
題
が
、
今
後
ど
の

よ
う
な
状
況
に
な
る
と
考
え
て
い
る
か
聞
い

た
と
こ
ろ
、
四
六
・
〇
％
の
事
業
所
が
深
刻

化
す
る
（「
深
刻
に
な
る
」「
や
や
深
刻
に
な

る
」
の
合
計
）
と
考
え
て
お
り
、「
ほ
ぼ
現

状
の
ま
ま
」
が
四
二
・
一
％
で
、
改
善
に
向

か
う
（「
改
善
す
る
」「
や
や
改
善
す
る
」
の

合
計
）
と
考
え
て
い
る
の
は
九
・
二
％
と
一

割
以
下
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
企
業
規

模
別
に
み
る
と
、
ほ
ぼ
規
模
が
大
き
い
ほ
ど

深
刻
化
す
る
と
考
え
る
割
合
が
増
え
、
逆
に
、

改
善
に
向
か
う
と
す
る
割
合
が
少
な
く
な
る
。

一
〇
〇
〇
人
以
上
規
模
で
は
、
五
三
・
〇
％

が
「
深
刻
化
す
る
」
と
回
答
し
、「
改
善
に

向
か
う
」
は
七
・
六
％
と
少
数
派
（
図
表
３-

１
）。

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
問
題
と
、
生
産
性
の

低
下
や
重
大
事
故
な
ど
、
企
業
の
マ
イ
ナ

ス
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
の
関
係
を
ど
う

考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、「
関
係
が
あ
る
」

（
四
二
・
一
％
）、「
密
接
に
関
係
が
あ
る
」

（
二
二
・
八
％
）、「
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
関
係

が
あ
る
」（
二
一
・
三
％
）
を
合
わ
せ
て
、
約

九
割
（
八
六
・
二
％
）
の
事
業
所
が
、
関
係

あ
り
と
認
識
し
て
お
り
、「
ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い
」
は
九
・
六
％
で
、
無
関
係
（「
あ
ま

り
関
係
が
な
い
」「
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
」

「
関
係
が
な
い
」
の
合
計
）
だ
と
考
え
て
い

る
の
は
三
・
四
％
と
わ
ず
か
だ
っ
た
（
図
表

３-

２
）。

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
今
後
の
状
況
を
ど
う

考
え
て
い
る
か
と
の
関
係
を
み
る
と
、
企
業

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
の
関
係
が
深
い
と
考
え

て
い
る
ほ
ど
、
今
後
の
状
況
が
深
刻
化
す
る

と
考
え
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
（
図
表

３-

３
）。

　
過
半
数
が
メ
ン
ヘ
ル
を
「
重
要
課
題
」

と
認
識

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
考
え
て
い
る
か
聞

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5.6 

2.6 

4.2 

3.0 

4.5 

5.8 

12.6 

28.1 

17.6 

21.4 

15.5 

22.8 

37.8 

44.0 

46.2 

40.2 

37.4 

49.9 

52.5 

45.6 

30.6 

18.2 

38.7 

30.5 

29.9 

18.0 

10.0 

11.2 

1.9 

0.9 

6.5 

1.7 

2.2 

0.8 

1.5 

【全体】

30人未満

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000 人以上

規程や方針・計画等で

ルールが定められてい

る

プライバシー情報全般

に関して定めたルール

でカバーしている

特段のルールはない

が、気を付けて対応す

るよう求めている

ルールも慣行もなく、

特段の対応をしていな

い

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 2 － 17　プライバシーにかかわるルールの状況（企業規模別）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13.2 

11.6 

13.3 

8.2 

15.4 

11.2 

15.3 

32.8 

26.2 

24.2 

32.6 

30.9 

36.2 

37.7 

42.1 

46.7 

47.4 

47.6 

41.4 

41.0 

37.1 

6.1 

10.1 

7.0 

6.6 

4.9 

7.1 

5.4 

3.1 

3.5 

5.9 

2.4 

3.7 

2.7 

2.2 

2.7 

1.9 

2.2 

2.6 

3.6 

1.8 

2.3 

【全体】

30人未満

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000 人以上

深刻になる

やや深刻になる

ほぼ現状のまま

やや改善する

改善する

無回答

3.1 

3.5 

5.9 

2.4 

3.7 

2.7 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 3 － 1　メンタルヘルスの今後の状況に関する認識（企業規模別）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22.8 42.1 21.3 9.6 

1.7 

0.6 

1.1 

0.8 

密接に関係がある 関係がある
どちらかと言えば関係がある どちらとも言えない
あまり関係がない 関係がない
まったく関係がない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図表 3 － 2　メンタルヘルスの問題と企業パフォーマンスへの影響についての認識

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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3.6 

1.7 

2.4 

3.9 

6.3 

12.8 

48.8 

37.3 

23.8 

36.0 

47.8 

59.5 

55.7 

31.7 

38.3 

51.3 

38.7 

34.1 

25.4 

21.5 

11.3 

20.0 

21.7 

19.3 

10.9 

7.0 

6.3 

2.8 

0.7 

1.5 

3.6 

3.3 

1.8 

3.7 

【全体】

30人未満

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000 人以上

最重要課題

どちらかと言えば重

要課題

あまり重要課題では

ない

重要課題ではない

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 3 － 4　現在のメンタルヘルスケアの取り組みの位置づけ（企業規模別）

図表 3 － 3　メンタルヘルスの企業パフォーマンスへの影響と今後の状況認識（％）
深
刻
に
な

る や
や
深
刻

に
な
る

ほ
ぼ
現
状

の
ま
ま

や
や
改
善

す
る

改
善
す
る

　

無
回
答

【全体】 13.2 32.8 42.1  6.1 3.1  2.7

密接に関係がある 30.0 31.4 26.9  4.7 5.9  1.2

関係がある 12.5 39.7 39.2  5.8 1.6  1.2

どちらかと言えば関係がある  3.5 31.9 52.2  6.6 3.7  2.1

どちらとも言えない  1.3 19.8 63.3 10.4 2.2  3.0

あまり関係がない  5.0  8.2 60.1 10.5 2.4 13.7

関係がない  1.3 10.2 80.3 ー 7.7  0.3

まったく関係がない  3.0  1.6 60.7 ー 0.9 33.7
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い
た
と
こ
ろ
、「
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
重
要

課
題
」
と
考
え
て
い
る
事
業
所
の
割
合
が

四
八
・
八
％
と
も
っ
と
も
高
く
、「
最
重
要
課

題
」
と
す
る
事
業
所
（
五
・
五
％
）
と
合
わ

せ
て
五
四
・
三
％
が
「
重
要
課
題
」
だ
と
認

識
し
て
い
る
。
一
方
、「
重
要
課
題
で
は
な

い
」
と
考
え
て
い
る
事
業
所
も
四
三
・
〇
％

（「
あ
ま
り
重
要
課
題
で
は
な
い
」
と
「
重
要

課
題
で
は
な
い
」
の
合
計
）
と
拮
抗
す
る
形

と
な
っ
て
い
る
。
企
業
規
模
で
み
る
と
、
ほ

ぼ
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、「
重
要
課
題
」

だ
と
認
識
し
て
い
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
お

り
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
で
は
、
六
八
・
五
％

と
約
七
割
を
占
め
て
い
る
（
図
表
３-

４
）。

　

今
後
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
位
置

づ
け
に
つ
い
て
は
、「
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

強
化
す
る
必
要
が
あ
る
」
が
五
五
・
二
％
と

過
半
数
を
占
め
、「
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
」

（
一
五
・
〇
％
）
と
合
わ
せ
る
と
、
強
化
す
る

べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
事
業
所
は
七
割
を

超
え
、「
あ
ま
り
強
化
す
る
必
要
な
な
い
」

（
二
〇
・
四
％
）、「
強
化
す
る
必
要
は
な
い
」

（
六
・
一
％
）
の
消
極
派
を
大
き
く
上
回
っ
て

い
る
。
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
取
り
組
み

の
有
無
別
に
み
る
と
、
取
り
組
ん
で
い
な
い

事
業
所
で
も
、
積
極
派
（「
強
化
す
る
必
要

が
あ
る
」
九
・
一
％
、「
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

強
化
す
る
必
要
が
あ
る
」
四
三
・
三
％
）
が

過
半
数
を
超
え
て
お
り
、
今
後
の
取
り
組
み

の
広
が
り
が
予
測
で
き
る
結
果
と
な
っ
て
い

る
。
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
強
化
す
べ
き

だ
と
考
え
て
い
る
事
業
所
（「
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
強
化
」
と
「
強
化
」
の
合
計
）
の
割

合
は
、
お
お
む
ね
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど

高
く
な
っ
て
お
り
、
一
〇
〇
〇
人
以
上

規
模
で
は
八
一
・
〇
％
と
大
多
数
を
占

め
て
い
る
（
図
表
３-

５
）。

（
調
査
・
解
析
部
主
任
調
査
員

　

郡
司
正
人
）

　

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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10.4 

7.2 

15.2 

17.7 

20.8 
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9.1 

55.2 

49.5 

34.7 

45.3 

55.2 

61.8 

60.2 

65.0 

43.3 

20.4 

32.8 

39.7 

33.0 

19.7 

14.9 

10.4 

10.6 

32.5 

6.1 

8.9 

11.8 

10.2 

12.5 

3.3 

1.1 

3.4 

4.3 

3.7 

2.2 

4.2 

3.6 

2.6 

【全体】

30人未満

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000 人以上

取り組んでいる

取り組んでいない

強化する必要が

ある

どちらかと言え

ば強化する必要

がある

あまり強化する

必要はない

強化する必要は

ない

無回答

6.1 

3.4 

4.5 

0.7 

6.1 

3.4 

4.5 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 3 － 5　今後のメンタルヘルスケアの位置づけ
　　(規模別、 ケア取り組み有無別)


